
はんだ介護保険支援センター居宅介護支援重要事項説明書

あなた（利用者または家族）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が

あなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

(2)事業の目的及び運営の方針

1

法 人 名 称 医療法人社団 親和会

代表者氏名 衛藤 龍

所 在 地

(餓級臆溌号等）

大分県大分市大字上判田3433番地

電話:097(597)OO93

ﾌｧｯｸｽ:097(597)6231

法人設立年月日 1968年10月1日

事業所名称 はんだ介護保険支援センター

介護保険指定

事業所番号
4470100159

事業所所在地 大分県大分市大字中判田1419番地

連 絡 先
電話:097(597)0190

ﾌｧｯｸｽ:097(597)0264

事業所の通常の

事業の実施地域

大分市、由布市狭間町、由布市庄内町、豊後大野市犬飼町

※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

事業の目的

医療法人社団親和会が開設する、はんだ介護保険支援センターが行う指

定居宅介護支援の事業所の事業の適正な運営を確保するために人員及

び運営管理に関する事項を定め、当事業所の介護支援専門員が、要介護

状態にある高齢者に対し適切な指定居宅介護支援を提供することを目

的としています。

運営の方針

当事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態にあっても、可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適正な保険医療サ

ービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提

供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行います。






















